
中⼭間地域の保全のための農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）のイメージ

農⽤地の保全 地域資源の活⽤ ⽣活⽀援
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⾃治会・町内会
婦⼈会・ＰＴＡ
社会福祉協議会
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協議機能

※ 地域運営組織が展開する活動は多種多様であり、法⼈格を持たない任意団体（⾃治会・町内会、⾃治会等の連合組織など）をはじめ、NPO法⼈、
認可地縁団体、⼀般社団法⼈、株式会社、合同会社など多様な法⼈制度を活⽤。

集落協定
集落営農
農業法⼈
など

（⼩学校区程度のエリア）
事業の実施実⾏機能協議会（総会）

地域ぐるみの農地の保全・活⽤ 直売所を核とした域内経済循環 集荷作業と併せた買い物⽀援

地域の存続に向けて普段から組織的に活動を⾏って
いる農業者を⺟体とした組織を形成

中⼭間地域等直接⽀払、多⾯的機能⽀払による共同活動、組織的活動の下地
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複数の集落による集落協定や農業法⼈など農業者を⺟体とした組織と、⾃治会、社会福祉協議会など多様な地域の
関係者とが連携して協議会を設⽴し、農村ＲＭＯの活動の基礎となる農⽤地等の保全、地域資源の活⽤、農⼭漁村の
⽣活⽀援に係る将来ビジョンを策定し、これに基づき各事業を実施。

中⼭間地域等直接⽀払の対象集落

多⾯的機能⽀払の対象集落

地
域
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

資源管理 ⽣産補完
農業振興 ⽣活扶助

「農村空間を管理」し、農産物供給、景観、レクレーション等「地域資
源」を活⽤、さらに交流や居住等「⽣活」の空間として活⽤。
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直払い・多⾯組織

農業⽣産農業⽣産

農家レストラ
ン

農家レストラ
ン

観光
交流
観光
交流

草刈り等の
共同作業
草刈り等の
共同作業

加⼯場
直売所
加⼯場
直売所

農地利⽤調整農地利⽤調整

粗放的利⽤
最適⼟地利⽤
粗放的利⽤
最適⼟地利⽤

農⽤地等保全事業 地域資源活⽤事業 ⽣活⽀援事業

農村ＲＭＯの事業領域と発展過程

農事組合法⼈

⼀般社団法⼈
（地域資源管理法⼈）

株式会社

︓⼀般的な
ＲＭＯの主
な活動領域

︓農村ＲＭＯ
の活動領域

地域の雇⽤創出、所得向上
域内経済循環の促進

持続的で秩序ある⼟地利⽤の推進
（良好な農村空間の形成）

地域における⽣活基盤の維持
⼈⼝流出防⽌、定住移住促進

林地化林地化

○ 農村ＲＭＯは、中⼭間直払いや多⾯⽀払いの組織などの農⽤地の保全活動を⾏う組織を中⼼に、地域
の多様な主体を巻き込みながら、地域資源を活⽤した農業振興等による経済活動を展開し、さらに農⼭
漁村の⽣活⽀援に⾄る取組を⼿がける組織へと、省庁横断的に発展させていくことが重要。

︓発展過程

声かけ
⾒守り
声かけ
⾒守り サロンサロン

移動交通⽀援移動交通⽀援

⾼齢者への
弁当配達
⾼齢者への
弁当配達

買い物⽀援買い物⽀援

認可地縁団体

⼀般社団法⼈・ＮＰＯ法⼈

定住⽀援定住⽀援

⾃治会活動

地域管理構想
を実現

⼩さな拠点
を形成

︓連携

農業就労訓練
（⽣活困窮者⾃⽴⽀援）

介護予防型
農的活動
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61－３ 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策）のうち
農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農村RMOモデル形成支援

地域協議会等が作成する将来ビジョンに基づく農用地保全、地域資源活用、生
活支援にかかる調査、計画作成、実証事業等の取組、デジタル技術の導入・定着
を推進する取組に対して支援します。
【事業期間】最大３年間
【交付率（上限）】定額（1,000万円(年基準額)×事業年数）

２．農村RMO形成伴走支援
農村RMO形成を効率的に進めるため、中間支援組織の育成等を通じた都道府

県単位における伴走支援体制の構築や、各地域の取組に関する情報・知見の蓄
積・共有、研修等を行う全国プラットフォームの整備に対して支援します。

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、複数の農村集落の機能を補完する農村RMOの形成により地域で支え合うむらづくりを推進するため、むらづくり協議会等が行う
実証事業等の取組、デジタル技術の導入・定着を推進する取組のほか、協議会の伴走者となる中間支援組織の育成等の取組に対する支援を実施します。

＜事業目標＞
農用地保全に取り組む地域運営組織（100地区［令和８年度まで］）

農村型地域運営組織（農村RMO：Region Management Organization）
複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生
活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織

＜事業の流れ＞

定額

国
地域協議会

定額

定額
都道府県 （１の事業）

都道府県、民間団体 （２の事業）

農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業

中間支援組織によ
る人材育成研修

全国プラットフォーム

中間支
援組織

地域

中間支
援組織

地域 地域 地域

農村型地域運営組織（農村RMO）のイメージ

農用地の保全、農業生産

自治会・町内会
婦人会・PTA
社会福祉協議会など

集落協定、集落営農
農業法人
など

○○むらづくり協議会

集落
協定

総
務
部

生
活
部

交
流
部

産
業
部

資
源
部

集落
協定

集落
協定集落 集落

営農
農業
法人

Ａ集落 Ｂ集落 Ｃ集落Ｄ集落Ｅ集落 Ｆ集落

●複数の集落による集落協定等と自治会など多様な地域
の関係者が連携して協議会を設立
●地域の話合いにより、農用地の保全、地域資源の活用、
農村の生活支援に係る将来ビジョンの策定

農村RMO形成伴走支援

全国規模の
研究会

【令和５年度予算概算決定額 9,070（9,752）百万円の内数】

農村RMOモデル形成支援
地域資源活用 生活支援

デジタル技術の導入・定着を含めた調査・計画作成・実証等の実施

センサーを使った安否確認

テレビ画面で買い物支援スマート農業機械の実証

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築⇒販路拡大

ネットワーク構築･販路拡大

食材の地域内循環

自動制御

棚田の自動水管理

農用地保全

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

※対象地域：8法指定地域等
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農村型地域運営組織形成推進事業【農村RMO】　（新規：国庫定額）

事例：にかほ市象潟町【麓のカラコ協議会】

●主たる活動者

　中山間地域等直接支払「横岡集落協定」

○鳥海稲倉地域「集落戦略」策定

　・農用地利活用調査（作付作物、耕作者年齢、田差など）

　・将来の農地利用構想

○将来に向けた体制整備

　・草刈り維持管理体制の確立

○にかほ市象潟町横岡地域は、県内最大規模の中山間地域等直接支払交付金で約１６０haの棚田を維持管理。

○横岡地域の「横岡稲倉そば生産組合」は令和２年度に「一般社団法人日本蕎麦協会会長賞」受賞。

○令和３年度に東京都出身の地域おこし協力隊（２０代２人　Ventos）が、鳥海山、日本海、棚田などの資源の他、地域の人柄に魅了され活動地域を横岡

地域に決定し、「田舎での生活の豊かさを体感し、自分の田舎を作る」活動を開始。

○隣接する船岡地域と連携し、農村集落の機能を補完する「農村ＲＭＯ」の形成により、地域で支え合うむらづくりに挑戦。

農用地保全（構想）

生活支援（構想）

地域資源活用（構想）

●主たる活動者

　Ｖｅｎｔｏｓ

○生活支援の概要

　今後予想される買い物困難者に

向けて、象潟漁港の漁師と共同で

行う未利用魚、農産物等の移動販

売。
漁師YouTuber（漁Tuber）

カズナリさん

●主たる活動者

　Ｖｅｎｔｏｓ

　横岡稲倉そば生産組合　など

○ゲストハウス-Ｒｏｋｕｍａｓｕ運営

　「宿泊」「地域交流」「イベントスペース」　

　等、包括的な機能を持つ拠点

○一次産業体験

　・農業体験

　・蕎麦打ち体験

　・漁業体験

　・里山体験

○横岡稲倉そば商品開発（そば米）

　・主に首都圏の健康志向者を対象

○横岡稲倉そば（食堂）

　・十割そば

　・キッチンカー（象潟道の駅など）

　・横岡の空き家等を利用した食堂

○伝統芸能等情報発信

　・鳥海山日立舞（県指定無形民俗文化財）

○川魚養殖

　・イワナ、ヤマメ、ニジマスなど

　・本郷地域の未利用施設を活用




